
地方財政審議会付議（決裁）案件  

 

令和８年４月２１日（火） 

 

  （案件名） 

 

 ・ 地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の

算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関す

る省令（案）について（決裁案件） 

 

  ○ 地 方 交 付 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 211 号 ）  

  （ 地 方 財 政 審 議 会 の 意 見 の 聴 取 ）  

  第 23 条  総 務 大 臣 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 地 方 財 政 審 議 会 の

意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

   一  交 付 税 の 交 付 に 関 す る 命 令 の 制 定 又 は 改 廃 の 立 案 を し よ

う と す る と き 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       自治財政局 財政課 

                      村田補佐（内２３３１５）  



国費
80％程度

○国直轄・補助事業（復興事業）

○国直轄・補助事業（復旧事業）

国費
90％以上

震災復興特別交付税

＜東日本大震災の措置の例＞

震災復興特別交付税

（復興交付金）

○国直轄・補助事業（復興事業）

○国直轄・補助事業（復旧事業）

国費
（例：道路 2/3 以上）

地方債

元利償還金の95%を後年度、普通交付税措置

（参考）＜通常の災害の措置の例＞

元利償還金の
一定割合を
後年度、普通
交付税措置

○ 平成23年度第３次補正予算において制度を創設。

○ 東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を解消するとともに、被災団体以外の地方公共

団体の負担に影響を及ぼさないよう、通常収支とは別枠で財源を確保し、実施状況に合わせて決定・交付

（９月と３月に交付）。

〈算定項目〉 直轄・補助事業に係る地方負担額、地方単独事業（中長期職員派遣・職員採用、

 単独災害復旧事業費、風評被害対策等）、地方税等の減収額への補塡

【平成23年度～令和７年度交付累計額】5兆8,026億円 【令和８年度地財計画計上額】539億円

国費
（例：道路 1/2 ）

※ 平成28年度以降、復興の基幹的事業及び原子力事故災害に由来する事業は、
従来と同様、地方負担の100％を措置。ただし、全国共通課題への対応の性質
を併せ持つ事業(例:道路整備事業）は、地方負担の95％を措置。

※

○地方単独事業 震災復興特別交付税 ○地方単独事業（復旧事業）

地方債

地方債

元利償還金の一定割合を
後年度、普通交付税措置

震災復興特別交付税の概要
自治財政局財政課
令 和 ８ 年 ４ 月



地域によって復興の段階が様々。それぞれの地域の実情や特殊性を踏まえながら、着実
に取組を進める。

○ 事故収束（廃炉・汚染水・処理水対策）
• 廃炉については、安全確保を最優先にしつつ、持続的な人的体制・資金の確保、廃炉を通じた
イノベーションの促進、誇りを持てる現場とするための理解醸成・情報発信等を行う

• ALPS処理水の処分については、輸入規制の即時撤廃、水産業支援に取り組む

○ 環境再生に向けた取組
・福島県内の除去土壌等の2045年３月までの県外最終処分に向け国が責任を持って取り組む

・官邸での利用の検討を始め政府が率先し復興再生利用を推進。最終処分場の候補地選定プロセス
の具体化等、福島県外での最終処分に向けた取組を政府一体となり進める

• 福島県外の指定廃棄物の最終処分に向けた取組を加速化

○ 帰還・移住等の促進、生活再建、交流・関係人口の拡大、観光の振興
・住民の帰還促進、避難指示解除地域の復興に向け、ハード・ソフト両面で生活環境を整備

・住民が里山の恵みを享受できるよう、森林整備の再開を始め、「区域から個人へ」の考え方の下、
安全確保を大前提とした活動の自由化等、住民等の今後の活動の在り方を検討

• 交流・関係人口の拡大に向け、福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設等の活用や芸術等の新たな
地域コンテンツの発掘等

• ホープツーリズムを始めとした、観光振興策を戦略的に推進

○ 福島国際研究教育機構（F-REI）の取組の推進
・「ロボット」「農林水産業」「エネルギー」「放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用」「原子力災害に関するデータや知見の集積・
発信」の各分野の質の高い研究開発の推進、施設整備の可能な限りの前倒し

• 国内外の優秀な研究者が定住するにふさわしい生活環境整備

○ 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等、事業者再建
• 構想の具体化、F-REI等との連携等を通じ、「実証の聖地」として、地域の稼ぎ・日々の暮らし・担い手の拡
大を牽引し、2030年頃までの自立的・持続的な産業発展を実現

• ドローン・ロボット、衛星・宇宙関連の先進的な取組、スタートアップの誘致

○ 農林水産業の再建
• 令和12年度末までに約11,000haを目標とする地域の取組を支援し営農再開の加速化、省力
的かつ稼げる農業生産体系の構築、広域的な産地形成の推進

• 帰還困難区域内の森林整備再開に向け条件整備の上で本格復旧に着手、
中高層公共建築物における福島県産材の活用に向けた関係省庁間での情報共有等

• 計画的な水揚げ回復や養殖生産の取組、担い手確保、スマート水産業の推進

○ 風評払拭・リスクコミュニケーションの推進
・食品規制等を科学的・合理的見地から検証、安全性を担保された自家消費食品の摂取制限見直し

１．原子力災害被災地域

• 第２期復興・創生期間において残された事業に全力を挙げ、復興事業がその役割を
全うすることを目指すとの方針に基づき取り組み

• 第２期復興・創生期間の終了までの間に培ってきたノウハウの地方公共団体等への
継承や地方創生の施策を始めとする政府全体の施策との連携を促進

• 心のケア等や被災した子どもに対する支援等の中長期的取組が必要な課題につい
ては、被災地の状況を丁寧に把握し関係省庁等が連携しながら、政府全体の施策を
活用するとともに、ソフトランディングのため真に必要な範囲で第２期復興・創生期間の
後も復興施策により対応

２．地震・津波被災地域

〇 「第２期復興・創生期間」（令和３～７年度）の最終年度に当たる令和７年度に復興事業全体の在り方について見直しを行い、

第２期復興・創生期間の次の５年間（令和８～12年度「第３期復興・創生期間」）までの期間における基本姿勢及び各分野における取組、財源、組織等に関する

方針を定める

〇 復興に向けた様々な課題について、まずは第３期復興・ 創 生期間で何としても解決していくとの強い決意で、総力を挙げて取り組む

基本姿勢及び各分野における主な取組

○ 財源等
• 次の５年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、

今の５年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保する

• 令和８年度から５年間の事業規模は1.9兆円程度の見込み

• この中で、福島県については、次の５年間の全体の事業規模が今の５年間を

十分に超えるものと見込まれる

○ 自治体支援
• 必要な人材確保対策に係る支援、引き続き実施される復旧・復興事業について震
災復興特別交付税による支援を継続

○ 組織
• 原子力災害被災地域の最前線の復興に必要な福島復興局内体制整備

• 地震・津波被災地域に残る中期的課題への支援に必要な復興庁内体制整備

○ その他
• 基本方針は、第３期復興・創生期間の開始から３年後を目途に必要な見直し

復興を支える仕組み等

３．教訓・記憶の後世への継承

• 東日本大震災・復興記録を収集、取りまとめ、幅広く普及・啓発

• 被災各地の追悼・祈念施設、震災遺構、伝承施設等の間で連携しつつ、東日本大震
災の記憶と教訓を後世へ継承

「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針【概要】
令和７年６月20日
閣 議 決 定



 

 

事 務 連 絡 

令和７年 12 月 26 日 

関係道県 財政担当課 

     市町村担当課 

 震災復興特別交付税 ご担当者様 

 

総務省自治財政局財政課復興特別交付税室 

 

令和８年度以降の震災復興特別交付税について（通知） 

 

標記のことについて、「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの

復興の基本方針（令和７年６月 20 日閣議決定）」に基づき、令和８年度以降に引き続

き実施される復旧・復興事業（国の直轄・補助事業や地方単独事業等）について、引き

続き震災復興特別交付税による支援を継続することとされました。 

この令和８年度以降の震災復興特別交付税の措置について、下記のとおり、お知らせ

します。 

記 

 

１．国の直轄・補助事業に係る地方負担分 

引き続き実施される復旧・復興事業（国の直轄・補助事業）の地方負担額を対象に、

現在の措置を継続する。 

 

２．地方単独事業分 

（１）福島県及び福島県内市町村 

現在の措置を継続する。 

 

（２）その他の団体 

以下の算定項目は現在の措置の継続等をすることとし、それ以外の算定項目は措

置を終了する。 

 

① 職員採用 

継続する国庫補助事業に関連する取組に従事する職員に要する経費のみを対象

に、措置を継続する。 

 

② 非常勤職員公務災害補償及び震災減収対策企業債に係る利子支払い額 

措置を継続する。 

 

③ 除染等 

特定被災地方公共団体（「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律」（平成 23 年法律第 40 号）（以下「震災特別法」という。）第 2

条第 2 項に規定する特定被災地方公共団体をいう。）又は特定被災区域（震災特別

法第 2 条第 3 項に規定する特定被災区域をいう。）内にある特定被災地方公共団

体以外の市町村が、単独で行う除染により生じた土壌等の処分等の経費を対象に、

震災復興特別交付税措置を講ずる。 



 

 

 

④ 風評被害対策等 

「農産物、水産物等の放射性物質検査に要する経費及び住民や地域の放射性物

質検査に要する経費」及び「その他原子力発電所の事故に伴って行われる対策に要

する経費」のみを対象に、措置を継続する。 

 

⑤ こども環境整備支援 

「学校で安全な給食を提供するための食材検査」及び「子どもの健康管理を支援

するために行う個人線量計の配付、放射能測定」のみを対象に、措置を継続する。 

 

３．地方税等の減収額への補填分 

（１）法律に基づく特例措置分 

① 福島県及び福島県内市町村 

「東日本大震災復興特別区域法」（平成 23 年法律第 122 号）、「福島復興再生

特別措置法」（平成 24 年法律第 25 号）に基づき、地方団体が施設等を新増設等し

た者に対し地方税の課税免除又は不均一課税を行う場合について、総務省令に該

当するものである場合、措置を継続する。 

また、地方税法等に基づく特例措置により生じる地方税の減収見込み額につい

て、現在の措置を継続する。 

② その他の団体 

「東日本大震災復興特別区域法」に基づき、地方団体が施設等を新増設等した者

に対し地方税の課税免除又は不均一課税を行う場合について、総務省令に該当す

るものである場合、現在の措置を継続する。 

また、地方税法等に基づく特例措置により生じる地方税の減収見込み額につい

て、現在の措置を継続する。 

 

［注］各法律における総務省令については、改めて連絡する。 

 

（２）条例減免分 

 ① 福島県及び福島県内市町村 

地方税、使用料、手数料その他の徴収金の東日本大震災のための減免（以下「条

例減免」という。）について、現在の措置を継続する。 

 ② その他の団体 

条例減免について、地方税法等に基づく特例措置に関連して実施するもの及び

原子力発電所の事故に伴い実施するもののみを対象に、現在の措置を継続するこ

ととし、それ以外のものは措置を終了する。 

 



「地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、
決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令」の制定

〔ポイント〕

① 令和８年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法や交付時期などの特例について、

 地方交付税法の規定に基づき、総務省令で定めるもの

② 毎年度、政府予算の成立後、省令を制定

③ 令和７年度分の省令から、年度更新等の技術的修正を行うもの

【概要】

１．決定・交付時期 （第１条）

令和８年度分の震災復興特別交付税について、令和８年９月及び令和９年３月に決定・交付

２．算定項目（第２条・第４条）

（１）直轄・補助事業の地方負担額

（２）地方単独事業（単独災害復旧事業費、中長期派遣職員受入れ、職員採用等）

（３）地方税等の減収額

３．精算及び返還（第３条・第５条）

過年度に見込額等に基づき算定した額と実際に要した額との差額の精算（加算・減算）や返還方法を規定

４．施行期日

公布の日（４月下旬）

自治財政局財政課
令 和 ８ 年 ４ 月



参考条文

【地方交付税法（昭和25年法律第211号）】

（特別交付税の額の算定）
第十五条 特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需
要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、
交付税の額の算定期日後に生じた災害（その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。）等のため特別の財政需
要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の
算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普
通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事
情を考慮して交付する。

２ 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、
二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。こ
の場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の
一に相当する額以内の額となるように行うものとする。

３・４ 略

附 則
（震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例）
第十三条 令和八年度及び令和九年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、
第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況及び東
日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに
決定すべき額に関し特例を設けるものとする。

２ 略



1 
 

地方団体に対して交付すべき令和八年度の震災復興特別交付税の額の算定方法、 

決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令（概要） 

 

〔ポイント〕 

○ 決定・交付時期、算定項目いずれも令和７年度と同様 

 

１ 令和８年度分の決定時期・交付時期（第１条） 

 令和８年９月及び令和９年３月において、令和８年度分の震災復興特別交付税を決定・

交付する。 

 

２ 令和８年度分の震災復興特別交付税額の算定方法等 

（１）令和８年度９月分 

① 新規算定額（第２条） 

各算定項目（別紙ア～ウ）の合算額とする。 

 

② 過大・過少算定及び返還（第３条） 

    ア 令和８年度９月分として交付する額は、新規算定額（第２条分）から、令和７

年度に減額できなかった過年度の過大算定額を減算し、また、新たに生じた過

年度の過大・過少算定額を加算・減算した額とする。 

イ 令和８年度９月において、加算・減算した後の算定額が負数となる場合は、 

当該負数となる額の全部又は一部を返還させる。 

 

（２）令和８年度３月分 

① 新規算定額（第４条） 

各算定項目の合算額から令和８年度９月分の新規算定額を控除した額とする。 

② 加算・減額（第５条） 

令和８年度３月分として交付する額は、新規算定額（第４条分）から、令和８年

度９月分で減額できなかった過年度の過大算定額を減算し、また、新たに生じた

過年度の過大・過少算定額を加算・減算した額とする。 

※なお、算定額が負数となる場合には当該額を０とする。また、当該減額できない

額については令和９年度分から減額する。 

 

３ 令和８年度分の交付の特例（第６条） 

  総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、上記以外の月におい

て、令和８年度分の震災復興特別交付税を決定・交付する。 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月下旬予定（公布の日） 
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ア 直轄・補助事業の地方負担額 

○２３年度補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額           （第１号・第２号） 

○２３年度補正予算による公営企業に係る復興交付金事業（基金事業）の一般会計負担額   （第３号） 

○２４年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第４号） 

○２４年度当初予算による公営企業に係る復興交付金事業（基金事業）の一般会計負担額   （第５号） 

○２５年度当初・補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額       （第６号・第７号） 

○２５年度当初予算による公営企業に係る復興交付金事業（基金事業）の一般会計負担額   （第８号） 

○２６年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第９号） 

○２６年度当初予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の一般会計負担額（第 10号） 

○２７年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 11号） 

○２７年度当初予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の一般会計負担額（第 12号） 

○２８年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 13号） 

○２８年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）     （第 14号） 

○２８年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）    （第 15号） 

○２８年度補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 16号） 

○２８年度補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）     （第 17号） 

○２９年度予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額               （第 18号） 

○２９年度予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）       （第 19号） 

○２９年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 20号） 

○３０年度予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額               （第 21号） 

○３０年度予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）       （第 22号） 

○３０年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 23号） 

○Ｒ元年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額            （第 24号） 

○Ｒ元年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）   （第 25号） 

○Ｒ元年度補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 26号） 

○Ｒ元年度補正予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）     （第 27号） 

○Ｒ元年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 28号） 

○Ｒ２年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額                     （第 29号） 

○Ｒ２年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）      （第 30号） 

○Ｒ２年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 31号） 

○Ｒ３年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 32号） 

○Ｒ３年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）     （第 33号） 

○Ｒ３年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 34号） 

○Ｒ４年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額             （第 35号） 

○Ｒ４年度当初予算による補助事業（基金事業）に係る地方負担額（措置率９５％）   （第 36号） 

○Ｒ４年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等（基金事業）の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）   （第 37号） 

○Ｒ５年度当初予算による補助事業に係る地方負担額                 （第 38号） 

○Ｒ５年度当初予算による補助事業に係る地方負担額（措置率９５％）         （第 39号） 

○Ｒ５年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）  （第 40号）

○Ｒ６年度当初予算による直轄事業に係る地方負担額                 （第 41号） 

○Ｒ６年度当初予算による補助事業に係る地方負担額                 （第 42号） 

 別紙 
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○Ｒ６年度当初予算による補助事業に係る地方負担額（措置率９５％）         （第 43号） 

○Ｒ６年度補正予算による補助事業に係る地方負担額                         （第 44号） 

○Ｒ６年度予算による公営企業に係る災害復旧事業の一般会計負担額          （第 45号） 

○Ｒ６年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）  （第 46号） 

○Ｒ７年度当初予算による直轄事業に係る地方負担額                 （第 47号） 

○Ｒ７年度当初予算による補助事業に係る地方負担額                 （第 48号） 

○Ｒ７年度当初予算による補助事業に係る地方負担額（措置率９５％）         （第 49号） 

○Ｒ７年度予算による公営企業に係る災害復旧事業の一般会計負担額          （第 50号） 

○Ｒ７年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）  （第 51号） 

○Ｒ８年度当初予算による直轄事業に係る地方負担額                 （第 52号） 

○Ｒ８年度当初予算による補助事業に係る地方負担額                 （第 53号） 

○Ｒ８年度当初予算による補助事業に係る地方負担額（措置率９５％）         （第 54号） 

○Ｒ８年度予算による公営企業に係る災害復旧事業の一般会計負担額          （第 55号） 

○Ｒ８年度予算による公営企業に係る復興交付金事業等の 

一般会計負担額（一部で措置率９５％）  （第 56号） 

 

 

イ 地方単独事業費 

○ 単独災害復旧事業費                              （第 57号） 

○ 災害復旧事業費・り災世帯数等に基づく算定               （第 58号～第 60号） 

○ 中長期職員派遣、職員採用                       （第 61号・第 62号） 

○ 福島県の警察官の増員                             （第 63号） 

○ 非常勤職員公務災害補償                            （第 64号） 

○ 被災児童・生徒等スクールバス                         （第 65号） 

○ 選挙                                     （第 66号） 

○ 原発事故関係（除染、風評被害対策等、子ども環境整備支援、 

避難元市町村と避難住民との関係維持支援）   （第 67号～第 70号） 

○ 復興支援員                                  （第 71号） 

○ メンタルヘルス対策                              （第 72号） 

○ 震災減収対策企業債に係る利子支払額                      （第 73号） 

   

 

ウ 地方税等の減収額 

○ 条例による地方税、使用料・手数料等の減免額                  （第 74号） 

○ 地方税法の改正等に伴う地方税の減収額                 （第 75号・第 76号） 
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○
総
務
省
令
第　
　
　

号 

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
三
項
（
同

法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
四
項
（
同
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
附
則
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地

方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び
決
定
額
並
び
に

交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
四
月　
　
　

日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

 

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び
決
定

額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令 

 

　

（
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
）

第
一
条　

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
八
年
九
月
及
び
令
和
九
年
三
月
に
お
い
て
、
当
該
各
月
に
交
付
す
べ
き

令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
（
地
方
交
付
税
法
（
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
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四
条
に
規
定
す
る
震
災
復
興
特
別
交
付
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
を
決
定
し
、
交
付
す
る
。

 
　

（
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
）

第
二
条　

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
八
年
九
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
（
以
下
「
令
和

八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、

 

表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
算
額
と
す
る
。

一　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
五
号
。
次
号
及

び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
、
負
担
金
又
は
交
付
金
（
以
下
「
補
助
金
等
」
と
い

う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
補
助
金
等
の
う
ち
地
方
団
体
が
設
置
す
る
基
金
の
積
立
て
に
充
て
ら
れ
た
も
の
に

つ
き
令
和
八
年
度
に
当
該
基
金
を
取
り
崩
し
て
施
行
す
る
事
業
（
以
下
「
令
和
八
年
度
基
金
事
業
」
と
い
う
。
）
に
限
る

 

。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

二　

平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
又
は
特
別
会
計
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補
正
予
算
（
特
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
（

同
項
（
四
十
一
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
（
東
日
本
大

震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
。
第
六
十
一
号

及
び
別
表
二
の
項
（
五
）
に
お
い
て
「
震
災
特
別
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団

体
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
四
十
五
号
、
第
六
十
一
号
及
び
第
七
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
事
業
及
び
特

定
被
災
地
方
公
共
団
体
以
外
に
お
け
る
事
業
（
直
接
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
に
木
材
を
供
給
す
る
も
の
及
び
平
成
二
十

五
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
に
実
施
に
つ
い
て
議
会
の
議
決
を
得
た
も
の
に
限
る
。
）
）
に
限
り
、
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊

急
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
係
る
事
業
（
以
下
「
全
国
防
災
事
業
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
六
号
。
以
下
「
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
よ
る
改

正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
事
業
（
以
下
「
効
果
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号

）
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
（
以
下
「
避
難
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指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
省
令
別
表
五
の
項
（
十
九

）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

 ）
三　

平
成
二
十
三
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ
る

改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基

金
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
度
公
営
企
業
復

興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二

十
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額

に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果

促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し

て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
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要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当

該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
三
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少

な
い
額 

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

分

率

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇

 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に

〇
・
七
〇 

 

係
る
も
の

 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
五
十
人
毎

〇
・
六
〇 

 

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の
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分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
七
十
五
人
毎

〇
・
五
〇 

に
係
る
も
の 

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
百
人
毎
ヘ

〇
・
四
〇 

ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
事
業
に
係
る

〇
・
三
〇 

も
の

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

四　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
四
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令
第
三
十
六
号
。
次
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
四
年
度
の

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基

金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
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が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
六
）
に

掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

五　

平
成
二
十
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ

る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度

基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
度
公
営
企
業

復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成

二
十
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た

額
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効

果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用

し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
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当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
四
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か 

少
な
い
額 

 

区　
　
　
　
　
　
　
　
　

分

率

 

水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
一
〇

 

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
五

 

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
六
〇

 

分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
の
う
ち
、
雨
水
を
排
除
す
る
た
め
の
事
業
（
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二

一
・
〇
〇 

 

十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

 

故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
地
盤
沈
下
に
伴
い
必
要
と
な
っ
た
事
業
と
し
て
総

 

務
大
臣
が
調
査
し
た
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
雨
水
排
水
対
策
事
業
」
と
い
う
。
）

 

に
係
る
も
の

 
 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に

〇
・
七
〇 
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係
る
も
の

 
 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
二
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
五
十
人
毎

〇
・
六
〇 

 
分
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

 

に
係
る
も
の
（
雨
水
排
水
対

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
五
十
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
七
十
五
人
毎

〇
・
五
〇 

 

策
事
業
を
除
く
。
） 

ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
七
十
五
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
百
人
毎
ヘ

〇
・
四
〇 

 
ク
タ
ー
ル
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

 

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が
百
人
毎
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
事
業
に
係
る

〇
・
三
〇 

 

も
の

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
七
〇

市
場
事
業
に
係
る
も
の

〇
・
五
〇

六　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
五
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
六
十
一
号
。
次
号
及
び
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次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金

事
業
に
限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲

げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
要
す

る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

七　

平
成
二
十
五
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第

１
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
り
、
全
国
防
災

事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
（
効
果
促
進

事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
六
）
に
掲
げ
る
補
助
金
等
を
流
用
し
て

充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体

が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

八　

平
成
二
十
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ
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る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業

に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る

平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。

）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
五
年
度
復
興
交
付
金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充

て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大

臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
五
年

度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 
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九　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
六
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
四
十
五
号
。
次
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震

災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限

り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た

額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
八
）
に
掲
げ
る
補
助

金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

十　

平
成
二
十
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ

る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二

十
六
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金

事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
度
公
営
企
業
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復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成

二
十
六
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い

た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業
に

係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金

を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た

額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
六
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

十
一　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及

び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十
五
号
。
次
条
第

一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大

震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
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限
り
、
全
国
防
災
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し

た
額
（
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
同
項
（
十
七
）
に
掲
げ
る
補

助
金
等
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費

の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
） 

十
二　

平
成
二
十
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に

よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成

二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基

金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
公
営
企

業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平

成
二
十
七
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除

い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
公
営
企
業

に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
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金
を
流
用
し
て
充
て
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
（
当
該
流
用
し
て
充
て
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得

た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
七
年
度
復
興
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五

号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額

）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

十
三　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及

び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
五
十
五
号
。
次
号
、

第
十
六
号
、
第
十
七
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲

げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る

各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣

が
調
査
し
た
額 

十
四　

平
成
二
十
八
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交

付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、



- 16 -

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避

難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

十
五　

平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に

よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速

化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業

に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る

平
成
二
十
八
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区

域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
八
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年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

十
六　

平
成
二
十
八
年
度
省
令
別
表
七
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特

第
２
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

十
七　

平
成
二
十
八
年
度
省
令
別
表
八
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特

第
２
号
）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要

す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体

が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

十
八　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
二
十
九
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及

び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
。
次
号
及

び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
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東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基

金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

十
九　

平
成
二
十
九
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交

付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、

当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避

難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

二
十　

平
成
二
十
九
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に

よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速

化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業

に
係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担

額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
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平
成
二
十
九
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区

域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
二
十
九

年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率

を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

二
十
一　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
平
成
三
十
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及

び
決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
八
号
。
次
号
及
び

次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本

大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業

に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

二
十
二　

平
成
三
十
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付

さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
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該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難

指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

二
十
三　

平
成
三
十
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に

よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速

化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に

係
る
施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三

十
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
平
成
三
十
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内

事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
平
成
三
十
年
度
復
興
交
付
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金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た

額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

二
十
四　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
元
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
。
次
号
か
ら

第
二
十
七
号
ま
で
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和

元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和

八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

二
十
五　

令
和
元
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示

・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

二
十
六　

令
和
元
年
度
省
令
別
表
七
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
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）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経

費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

二
十
七　

令
和
元
年
度
省
令
別
表
八
の
項
に
掲
げ
る
令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号

）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経

費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事

業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担

す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

二
十
八　

令
和
元
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ

る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速
化

交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
元
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る

施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
令
和
元
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
元
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
元
年
度
復
興
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交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額
（
令
和
元
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
元
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い

た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を

乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

二
十
九　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
二
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
総
務
省
令
第
五
十
五
号
。
次
号
及
び
次
条

第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
二
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復

興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。

）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

三
十　

令
和
二
年
度
省
令
別
表
四
の
項
に
掲
げ
る
令
和
二
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る

国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
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が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・

解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務

大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

三
十
一　

令
和
二
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
に
よ

る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
若
し
く
は
福
島
再
生
加
速
化

交
付
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
復
興
交
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る

施
設
の
復
興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
令
和
二
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
二
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
二
年
度
復
興

交
付
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額
（
令
和
二
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
二
年
度
復
興
交
付
金
等
の
額
を
除
い
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た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を

乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

三
十
二　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
三
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
五
十
二
号
。
次
号
並
び
に
次

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
三
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
三
年
度
の
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金

事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

三
十
三　

令
和
三
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
三
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示

・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

三
十
四　

令
和
三
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
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号
に
お
い
て
「
令
和
三
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

令
和
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額
又
は
令
和
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
三
年
度
福
島
再
生
加
速

化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て

得
た
額
（
令
和
三
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
三
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の

額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇

・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

三
十
五　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
四
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
四
年
総
務
省
令
第
三
十
五
号
。
次
号
並
び
に
次

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
四
年
度
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の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度

基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

三
十
六　

令
和
四
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示

・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

三
十
七　

令
和
四
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

令
和
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額
又
は
令
和
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
四
年
度
福
島
再
生
加
速

化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
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得
た
額
（
令
和
四
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
四
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の

額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇

・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

三
十
八　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
五
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
五
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
。
次
号
並
び
に
次

条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
五
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
五
年
度
の
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金

事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

三
十
九　

令
和
五
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団

体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
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・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

四
十　

令
和
五
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
令
和
五
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
興

事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
で
あ
っ
て
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令

和
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調

査
し
た
額
又
は
令
和
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
五
年
度
福
島
再
生
加
速
化

交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得

た
額
（
令
和
五
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九

五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
五
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額

を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・

九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 
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四
十
一　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
六
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
総
務
省
令
第
四
十
六
号
。
次
号
か
ら
第
四

十
四
号
ま
で
並
び
に
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
一
の
項
に
掲

げ
る
令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（

国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

四
十
二　

令
和
六
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額 

四
十
三　

令
和
六
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
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該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
） 

四
十
四　

令
和
六
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号

）
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八

年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し

 

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
五　

令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
公

営
企
業
等
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
の
行
う
企
業
、

特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
設
立
団
体
で
あ
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
空
港
ア
ク
セ

ス
鉄
道
事
業
を
経
営
す
る
被
災
第
三
セ
ク
タ
ー
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
の
二
分
の
一
以
上
を
出
資
す
る
法
人
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
五
十
号
及
び
第
五
十
五
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
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負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
令
和
六
年
度
公
営
企
業
等
災
害

復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額 

算
式

 

Ａ
＋
Ｂ

 

算
式
の
符
号

 

Ａ
　
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
の
う
ち
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
も
の
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
国
の
補
助
金
等
の
額
を
除
い
た
額
に

、次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ

、そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「通
常
の
公
費
負
担
額

」と
 

 
 
 
 
 
 
 
 
い
う

。

）の
合
算
額

 

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

率

水
道
事
業
に
係
る
も
の

0
.
1
0
0

簡
易
水
道
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
5
5
0

合
流
式
の
公
共
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
6
0
0
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処
理
区
域
内
人
口
密
度
が

2
5
人
／

ha
未
満
の
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
7
0
0

  
処
理
区
域
内
人
口
密
度
が

2
5
人
／

ha
以
上

5
0
人
／

ha
未
満
の
事
業

 

　
　

0
.
6
0
0

 
に
係
る
も
の

分
流
式
の
公
共
下
水
道

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が

5
0
人
／

ha
以
上

7
5
人
／

ha
未
満
の
事
業

 

　
　

0
.
5
0
0

事
業
に
係
る
も
の

に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が

7
5
人
／

ha
以
上

1
0
0
人
／

ha
未
満
の
事

 

　
　

0
.
4
0
0

業
に
係
る
も
の

処
理
区
域
内
人
口
密
度
が

1
0
0
人
／

ha
以
上
の
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
3
0
0

公
共
下
水
道
事
業
以
外
の
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
7
0
0

病
院
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
5
0
0

市
場
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
5
0
0

空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
事
業
に
係
る
も
の

 

　
　

0
.
4
0
1
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Ｂ
　
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
の
各
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事

業
に
係
る
国
の
補
助
金
等
の
額
及
び
通
常
の
公
費
負
担
額
を
除
い
た
額
の
公
営
企
業
等
ご
と
の
合
算
額
に

、次
の
表

 

の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ

、そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

 

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

率

公
営
企
業
等
の
事
業
の
規
模
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

（以
下
こ
の

 

　
　

0
.
5
0 

表
に
お
い
て

「事
業
規
模

」と
い
う

。
）の

1
0
0
分
の

5
0
ま
で
に
相
当
す
る
部
分

事
業
規
模
の

1
0
0
分
の

5
0
を
超
え

1
0
0
分
の

1
0
0
ま
で
に
相
当
す
る
部
分

 

　
　

0
.
7
5

事
業
規
模
の

1
0
0
分
の

1
0
0
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
部
分

 

　
　

1
.
0
0

四
十
六　

令
和
六
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
で
あ
っ
て
、

第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。

）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
六
年
度
公
営
企
業
復
興
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事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
六
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
六
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に

係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業

費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
六
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な

い
額 

四
十
七　

地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
令
和
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び

決
定
額
並
び
に
交
付
時
期
及
び
交
付
額
等
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
七
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
。
次
号
及
び
第
四

十
九
号
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
令
和
七
年
度
の

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
る
当
該
団
体
の
負
担
金
（
国
に
お
い
て
令
和
八

 

年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

四
十
八　

令
和
七
年
度
省
令
別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
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る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

 

し
た
額

四
十
九　

令
和
七
年
度
省
令
別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ

る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当

 

該
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

五
十　

令
和
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営

企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る

負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
第
四
十
五
号
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
令
和
七
年
度
公
営
企

 

業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
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五
十
一　

令
和
七
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復

興
事
業
（
令
和
八
年
度
基
金
事
業
及
び
国
に
お
い
て
令
和
八
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
補
助
金
等
に
係
る
事
業
で
あ
っ
て
、

第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」
と
い
う
。

）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
七
年
度
公
営
企
業
復
興

事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
七
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
七
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
に

係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
の

う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事
業
の
事
業

費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
七
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず
れ
か
少
な

 

い
額

五
十
二　

別
表
一
の
項
に
掲
げ
る
令
和
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
各
事
業
に
係
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る
当
該
団
体
の
負
担
金
の
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
三　

別
表
二
の
項
に
掲
げ
る
令
和
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等

 

を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
四　

別
表
三
の
項
に
掲
げ
る
令
和
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等

を
受
け
て
施
行
す
る
各
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に

〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
各
事
業
の
う
ち
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に

 

要
す
る
経
費
の
う
ち
、
当
該
団
体
が
負
担
す
べ
き
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
）

五
十
五　

令
和
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
国
の
補
助
金
等
を
受
け
て
施
行
す
る
公

営
企
業
等
に
係
る
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
」
と
い

う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
第
四
十
五
号
の
算
式
に

 

よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
う
ち
令
和
八
年
度
公
営
企
業
等
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

五
十
六　

令
和
八
年
度
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
施
行
す
る
公
営
企
業
に
係
る
施
設
の
復
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興
事
業
（
第
五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
公
営
企
業
復
興
事
業
」

と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
令
和
八
年
度
公
営

企
業
復
興
事
業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
八
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第

五
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
令
和
八
年
度
公
営
企
業
復

興
事
業
に
係
る
効
果
促
進
事
業
（
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
内
事
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
要
す

る
経
費
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
事

業
の
事
業
費
の
額
か
ら
当
該
事
業
に
係
る
令
和
八
年
度
福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
の
額
を
除
い
た
額
に
、
第
五
号
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
九
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
の
い
ず

 

れ
か
少
な
い
額

五
十
七　

国
の
補
助
金
等
を
受
け
な
い
で
施
行
し
た
東
日
本
大
震
災
に
係
る
令
和
八
年
度
の
災
害
応
急
事
業
、
災
害
復
旧
事

業
及
び
災
害
救
助
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
第
四
号
の

規
定
に
よ
り
地
方
債
（
同
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
な
ら
ば
同
意
を
す
る
こ
と
と
な
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
及
び
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
受
け
た
な
ら
ば
許
可
を
す
る
こ
と
と
な
る
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と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
の
う
ち
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
算
定

 

の
基
礎
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

五
十
八　

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

イ　

福
島
県　

東
日
本
大
震
災
の
た
め
福
島
県
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広
野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村

、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、
葛
尾
村
及
び
飯
舘
村
の
区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行

す
る
災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除
く
。
）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を

受
け
て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
令
和
八
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が

調
査
し
た
額
に
〇
・
〇
一
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

ロ　

福
島
県
田
村
市
、
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
広
野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
、

葛
尾
村
及
び
飯
舘
村　

東
日
本
大
震
災
の
た
め
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
を
受
け
て
施
行
す
る

災
害
復
旧
事
業
（
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
除
く
。
）
及
び
国
が
施
行
す
る
災
害
復
旧
事
業
並
び
に
国
の
補
助
金
を
受
け

て
施
行
す
る
災
害
対
策
事
業
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
令
和
八
年
度
に
生
じ
た
金
額
の
合
算
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

し
た
額
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額 
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五
十
九　

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

　
　

イ　

福
島
県　

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
に
、
そ

れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交
付
税
及
び
震
災
復
興
特
別

交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年
度
分
、
平
成
二
十
七
年
度
分
、
平
成
二

十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
、
平
成
三
十
年
度
分
、
令
和
元
年
度
分
、
令
和
二
年
度
分
、
令
和
三
年
度
分
、
令 

和
四
年
度
分
、
令
和
五
年
度
分
、
令
和
六
年
度
分
及
び
令
和
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎

 

に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）

項　
　
　

目

額

り
災
世
帯
数

四
一
、
六
〇
〇
円

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

　
　

ロ　

福
島
県
内
の
市
町
村　

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の

数
値
に
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
分
の
特
別
交
付
税
及
び
震
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災
復
興
特
別
交
付
税
並
び
に
平
成
二
十
四
年
度
分
、
平
成
二
十
五
年
度
分
、
平
成
二
十
六
年
度
分
、
平
成
二
十
七
年
度

分
、
平
成
二
十
八
年
度
分
、
平
成
二
十
九
年
度
分
、
平
成
三
十
年
度
分
、
令
和
元
年
度
分
、
令
和
二
年
度
分
、
令
和
三 

年
度
分
、
令
和
四
年
度
分
、
令
和
五
年
度
分
、
令
和
六
年
度
分
及
び
令
和
七
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の

 

算
定
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
零
と
す
る
。
）

項　
　
　

目

額

り
災
世
帯
数

六
九
、
〇
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数

四
一
、
〇
〇
〇
円

半
壊
家
屋
の
戸
数

二
三
、
九
〇
〇
円

全
壊
家
屋
の
戸
数
及
び
半
壊
家
屋
の
戸
数
に
つ
い
て
、
そ
の
区
分
が
明

三
二
、
五
〇
〇
円 

ら
か
で
な
い
戸
数

死
者
及
び
行
方
不
明
者
の
数

八
七
五
、
〇
〇
〇
円

障
害
者
の
数

四
三
七
、
五
○
○
円

六
十　

福
島
県
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
五
十
八
号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
前
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号
ロ
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
に
〇
・
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
算
額

六
十
一　

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
派
遣
を
受
け
た
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
県
（
以
下
「
特
定
県
」

と
い
う
。
）
並
び
に
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
及
び
そ
の
区
域
が
特
定
被
災
区
域
（
震
災
特
別
法
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
被
災
区
域
を
い
う
。
第
七
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
あ
る
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
以

外
の
市
町
村
（
以
下
「
特
定
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
受
入
れ
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

 

し
た
額

六
十
二　

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る
た
め
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
及
び
非
常
勤
職
員

（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
特
別
職
に
属
す
る

地
方
公
務
員
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
法
人
に
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
法
人
に
雇
用
さ
れ
た

ま
ま
採
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
採
用
し
た
特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
に
要
す
る
経
費
と
し

 

て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額



- 44 -

六
十
三　

警
察
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）
附
則
第
二
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
福
島
県
警
察
の
地

 

方
警
察
職
員
た
る
警
察
官
の
増
員
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
四　

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
六

 

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
東
日
本
大
震
災
に
係
る
公
務
災
害
補
償
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
五　

福
島
県
及
び
福
島
県
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
運
行
さ
れ
る
小
学
校
、
中
学
校
又

は
高
等
学
校
等
の
児
童
又
は
生
徒
等
の
通
学
の
用
に
供
す
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査

 

し
た
額

六
十
六　

福
島
県
及
び
福
島
県
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
長
又
は
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
東
日
本
大
震

 

災
の
影
響
に
よ
り
生
ず
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
七　

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ

 

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
八　

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
風
評
被
害
対
策
等
に
要
す
る
経
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費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

六
十
九　

特
定
県
及
び
特
定
市
町
村
に
つ
い
て
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
伴
い
実
施
す
る
子
ど
も
の
教
育
環
境
の
整
備
又

 

は
安
全
・
安
心
な
環
境
の
確
保
の
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

七
十　

指
定
市
町
村
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
避
難
住
民
に
係

る
事
務
処
理
の
特
例
及
び
住
所
移
転
者
に
係
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一

項
の
指
定
市
町
村
を
い
う
。
）
及
び
指
定
都
道
府
県
（
同
条
第
二
項
の
指
定
都
道
府
県
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
避
難
住

民
（
同
条
第
三
項
の
避
難
住
民
を
い
う
。
）
及
び
特
定
住
所
移
転
者
（
同
条
第
五
項
の
特
定
住
所
移
転
者
を
い
う
。
）
と

 

の
関
係
の
維
持
に
資
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

七
十
一　

福
島
県
及
び
福
島
県
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
支
援
員
の
設
置
及
び
復
興
支
援
員
が

 

行
う
復
興
に
伴
う
地
域
協
力
活
動
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額

七
十
二　

福
島
県
及
び
福
島
県
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
復
旧
等
に
従
事
さ
せ
る

た
め
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
り
派
遣
を
受
け
て
い
る
職
員
を
含
む
。
）
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

 

対
策
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
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七
十
三　

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
料
金
収
入
の
減
少
又
は
事
業
休
止
等
に
よ
り
資
金
不
足
額
が
発
生
又
は
拡
大
す
る
と
見
込

ま
れ
る
公
営
企
業
（
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
が
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
の
行
う
企
業

に
限
る
。
）
が
経
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の
利
子
支
払
額
の
う
ち
一
般
会
計
に
よ
る
負
担
額
と

 

し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
又
は
当
該
利
子
支
払
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

七
十
四　

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
地
方
団
体
で
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
特
定
被
災
区
域
内
に
あ
る
も

の
が
行
う
次
に
掲
げ
る
徴
収
金
の
東
日
本
大
震
災
の
た
め
の
減
免
で
、
そ
の
程
度
及
び
範
囲
が
被
害
の
状
況
に
照
ら
し
相

当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
収
入
の
不
足
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

　
　

イ　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
又
は
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
県
又
は
市
町
村
が
課
す
る
普
通
税
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
等
（
同
法
第
七
百
一
条

の
三
十
一
第
一
項
第
一
号
の
指
定
都
市
等
を
い
う
。
）
が
課
す
る
事
業
所
税
並
び
に
同
法
第
五
条
第
六
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
課
す
る
都
市
計
画
税 

　
　

ロ　

使
用
料
（
地
方
財
政
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
公
営
企
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
手
数
料 

　
　

ハ　

分
担
金
及
び
負
担
金 
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七
十
五　

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
減
収
見
込
額
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
に
係
る
も

の
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額 

　
　

イ　

道
府
県　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成

二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す

る
た
め
の
地
方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
」

と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二

十
五
年
地
方
税
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
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地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十

八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
九
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正

法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
法
律
第
五
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

令
和
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
二
年
法
律
第
二
十
六
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
三
年
法
律
第
七
号
」
と
い
う
。

）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
四
年
法
律
第

一
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

令
和
五
年
法
律
第
一
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
法
律
第
四
号
」
と
い
う
。
）
、
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
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一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
七
年
法
律
第
七
号
」
と
い
う
。
）

及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
八
年
法
律
第

二
号
」
と
い
う
。
）
並
び
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
九
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年

所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
号
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

平
成
二
十
七
年
法
律
第
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
所
得
税

法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
。
以
下
こ
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の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
三
十
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改

正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例

法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

令
和
三
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
号
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
四
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

令
和
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
、
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い

う
。
）
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
令
和
七
年

所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
。
以
下
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「
令
和
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る
収
入
の
項
目
に
係
る
減
収
見
込
額

　
　
　

　

個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(1)

　
　
　

　

法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額 
(2)

　
　
　

　

個
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(3)

　
　
　

　

法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
係
る
減
収
見
込
額
（
法
人
事
業
税
交
付
金
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七

(4)
十
六
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
交
付
す
る
も
の
と
さ
れ
る
事
業
税
に
係
る
交
付
金
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
減
収
見
込
額
を
除
く
。
） 

　
　
　

　

不
動
産
取
得
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(5)

　
　
　

　

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(6)

　
　
　

　

特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(7)

　
　

ロ　

市
町
村　

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号

、
平
成
二
十
四
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
五
年
地
方
税
法
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、

平
成
二
十
七
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
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平
成
三
十
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
一
年
地
方
税
法
等
改
正
法
、
令
和
二
年
法
律
第
五
号
、
令
和
二
年
法
律

第
二
十
六
号
、
令
和
三
年
法
律
第
七
号
、
令
和
四
年
法
律
第
一
号
、
令
和
五
年
法
律
第
一
号
、
令
和
六
年
法
律
第
四
号

、
令
和
七
年
法
律
第
七
号
及
び
令
和
八
年
度
法
律
第
二
号
並
び
に
震
災
特
例
法
、
震
災
特
例
法
改
正
法
、
平
成
二
十
四

年
租
税
特
別
措
置
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
五
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成

二
十
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
二
十
九
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成

三
十
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
平
成
三
十
一
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
例
法
、
令
和
三
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
四
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
五
年
所
得
税
法

等
改
正
法
、
令
和
六
年
所
得
税
法
等
改
正
法
、
令
和
七
年
所
得
税
法
等
改
正
法
及
び
令
和
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
の

 

施
行
に
よ
る
次
に
定
め
る
収
入
の
項
目
に
係
る
減
収
見
込
額

　
　
　

　

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(1)

　
　
　

　

法
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(2)

　
　
　

　

固
定
資
産
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(3)

　
　
　

　

都
市
計
画
税
に
係
る
減
収
見
込
額 

(4)
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法
人
事
業
税
交
付
金
に
係
る
減
収
見
込
額 

(5)

　

七
十
六　

次
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
令
和
八
年
所
得
税
法

等
改
正
法
附
則
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
規
定
（
復
興
庁

設
置
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
規
定
（
復
興
庁
設

置
法
等
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
四
条
又
は
第
七
十
五
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
」
と
い

う
。
）
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
、
第
三
十
八
条
、
第
七
十
五
条
の
五
若
し
く
は
第
八
十
五
条
の
八

の
規
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
減
収
見
込
額
と
し
て
総
務
大
臣
が

 

調
査
し
た
額

　
　

イ　

道
県　

か
ら

ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

(1)

(4)

　
　
　

　

個
人
事
業
税　

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額 

(1)

　
　
　
　
算
式

 

　
　
　
　
　
Ａ

×
0
.
0
5

＋Ｂ
×

（0
.
0
5
－
Ｃ

）
＋Ｄ

×
0
.
0
4

＋Ｅ

×

(
0
.
0
4
－
Ｆ

)
＋Ｇ

×
0
.
0
3

＋Ｈ
×

（0
.
0
3
－
Ｉ

）
＋Ｊ

×
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0
.
0
4
5

＋Ｋ
×

（0
.
0
5
－
Ｌ

）
＋Ｍ

×
0
.
0
3
6

＋Ｎ

×

(
0
.
0
4
－
Ｏ

)

＋Ｐ
×

0
.
0
2
7

＋Ｑ
×

（0
.
0
3
－
Ｒ

）
＋Ｓ

×
0

.
0
3
7
5

＋Ｔ
×

（0
.
0
5
－
Ｕ

）
＋Ｖ

×
0
.
0
3

＋Ｗ

×

(
0
.
0
4
－
Ｘ

)

＋Ｙ
×

0
.
0
2
2
5

＋Ｚ
×

（0
.
0
3
－
Ａ
Ａ

）
＋Ａ

Ｂ

×
0
.
0
5

＋Ａ
Ｃ

×

（0
.
0
5
－
Ａ
Ｄ

）
＋Ａ

Ｅ
×

0
.
0
4

＋Ａ
Ｆ

×

(
0
.
0
4
－
Ａ
Ｇ

)

＋Ａ
Ｈ

×
0
.
0
3

＋Ａ
Ｉ

×

（0
.
0
3

－
Ａ
Ｊ

）
＋Ａ

Ｋ
×

0
.
0
4
5

＋Ａ
Ｌ

×

（0
.
0
5
－
Ａ
Ｍ

）
＋Ａ

Ｎ
×

0
.
0
3
6

＋Ａ
Ｏ

×

(
0
.
0
4
－
Ａ
Ｐ

)

＋Ａ
Ｑ

×
0
.

0
2
7

＋Ａ
Ｒ

×

（0
.
0
3
－
Ａ
Ｓ

） 

　
　
　
　
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号

及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
及
び
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
２
条
第
３
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
地
域
を
含
む
市
町
村
の
区
域

（以
下

「

福
島
県
等
の
区
域

」と
い
う

。

）内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る

。

） 

Ｂ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
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税
法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５

号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の

区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｃ
　
当
該
道
県
が
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
5
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
5
と
す
る

｡
 

Ｄ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等

の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｅ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県

等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｆ
　
当
該
道
県
が
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
す
る

｡
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Ｇ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）

に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又

は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

Ｈ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｉ
　
当
該
道
県
が
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
3
と
す
る

｡
 

Ｊ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号

及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
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に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｋ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５

号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。
）に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域

内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｌ
　
当
該
道
県
が
Ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
5
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
5
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
5
と
す
る

｡
 

Ｍ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区

域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｎ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の

区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 
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Ｏ
　
当
該
道
県
が
Ｎ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
4
と
す
る

｡
 

Ｐ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）

に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増

設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｑ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

る

。
）に

係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新

設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｒ
　
当
該
道
県
が
Ｑ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
と
す
る

｡
 

Ｓ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税
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法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号

及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以

外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｔ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５

号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域

以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｕ
　
当
該
道
県
が
Ｔ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
5
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
5
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
2
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
1
2
5
と
す
る

｡
 

Ｖ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区

域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｗ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
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税
法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の

区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｘ
　
当
該
道
県
が
Ｗ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
1
と
す
る

｡
 

Ｙ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）

に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新

設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｚ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を

新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ａ
　
当
該
道
県
が
Ｚ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
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は
0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
7
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
7
5
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｂ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号

及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（平
成

2
4

年
復
興
庁
令
第
３
号

）第
3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し

た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。
） 

Ａ
Ｃ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５

号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ａ
Ｄ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｃ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
5
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
5
と
す
る

｡
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Ａ
Ｅ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除

く

。

） 

Ａ
Ｆ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を

除
く

。

） 

Ａ
Ｇ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｆ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
4
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｈ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）

に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
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は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。
） 

Ａ
Ｉ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ａ
Ｊ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｉ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
3
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｋ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号

及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第

１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

Ａ
Ｌ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
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税
法
第

7
2
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
第
一
種
事
業
及
び
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５

号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｍ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｌ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
5
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
5
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
5
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｎ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限

る

。
） 

Ａ
Ｏ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第
９
項
に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
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限
る

。

） 

Ａ
Ｐ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｏ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
4
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｑ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方
税

法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）

に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又

は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｒ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
個
人
の
行
う
地
方

税
法
第

7
2
条
の
２
第

1
0
項
に
規
定
す
る
第
三
種
事
業

（同
項
第
５
号
及
び
第
７
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る

。

）に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｓ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｒ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
と
す
る

｡
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法
人
事
業
税　

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額 

(2)

　
　
　
　
算
式

 

　
　
　
　
　
Σ

（Ａ

×

Ｂ

）＋
Σ

｛Ｃ

×

（Ｄ
－
Ｅ

）
｝＋

Σ

（Ｆ

×

Ｇ

）＋
Σ

｛Ｈ

×

（Ｉ
－
Ｊ

）
｝
＋Σ

（Ｋ
×

Ｌ

×

0
.

9
）＋

Σ

｛Ｍ

×

（Ｎ
－
Ｏ

）
｝＋

Σ

（Ｐ

×

Ｑ

×

0
.
9

）＋
Σ

｛Ｒ

×

（Ｓ
－
Ｔ

）
｝
＋Σ

（Ｕ
×

Ｖ

×

0
.
7
5

）

＋
Σ

｛Ｗ

×

（Ｘ
－
Ｙ

）
｝＋

Σ

（Ｚ

×

Ａ
Ａ

×

0
.
7
5

）＋
Σ

｛Ａ
Ｂ

×

（Ａ
Ｃ
－
Ａ
Ｄ

）
｝＋

Σ

（Ａ
Ｅ

×

Ａ

Ｆ

）＋
Σ

｛Ａ
Ｇ

×

（Ａ
Ｈ
－
Ａ
Ｉ

）
｝＋

Σ

（Ａ
Ｊ

×

Ａ
Ｋ

）＋
Σ

｛Ａ
Ｌ

×

（Ａ
Ｍ
－
Ａ
Ｎ

）
｝＋

Σ

（Ａ

Ｏ

×

Ａ
Ｐ

×

0
.
9

）＋
Σ

｛Ａ
Ｑ

×

（Ａ
Ｒ
－
Ａ
Ｓ

）
｝＋

Σ

（Ａ
Ｔ

×
Ａ
Ｕ

×

0
.
9

）＋
Σ

｛Ａ
Ｖ

×

（Ａ
Ｗ
－

Ａ
Ｘ

）
｝ 

　
　
　
　
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税

率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設

備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｂ
　
Ａ
に
係
る
標
準
税
率
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Ｃ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の

税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は

設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｄ
　
Ｃ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｅ

　

当
該
道
県
が
Ｃ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
す
る

｡
 

Ｆ

　

旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標

準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は

設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｇ

　

Ｆ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｈ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又

は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 
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Ｉ
　
Ｈ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｊ

　

当
該
道
県
が
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
を
超
え
る
と

き
は
当
該
標
準
税
率
と
す
る

｡
　

 

Ｋ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税

率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を

新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｌ
　
Ｋ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｍ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の

税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備

を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｎ
　
Ｍ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｏ

　

当
該
道
県
が
Ｍ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
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に
係
る
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す

る
｡
 

Ｐ

　

旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標

準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備

を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｑ

　

Ｐ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｒ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設

備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｓ
　
Ｒ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｔ

　

当
該
道
県
が
Ｒ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
を
超
え
る
と

き
は
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満

た
な
い
と
き
は
当
該
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

｡
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Ｕ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税

率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設

又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｖ
　
Ｕ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｗ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の

税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施

設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｘ
　
Ｗ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ｙ

　

当
該
道
県
が
Ｗ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
そ
れ

ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は

､
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区

分
に
係
る
標
準
税
率
に

0
.
2
5
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は

､
当
該
標
準
税
率
に

0
.
2
5
を
乗
じ
て
得
た
率

と
す
る

｡
 

Ｚ

　

旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標
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準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施

設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ａ

　

Ｚ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｂ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課

税
標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い

て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｃ
　
Ａ
Ｂ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｄ

　

当
該
道
県
が
Ａ
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
を
超
え

る
と
き
は

､
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
に

0
.
2
5
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は

､
当
該
標

準
税
率
に

0
.
2
5
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｅ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税

率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業

に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 
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Ａ
Ｆ
　
Ａ
Ｅ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｇ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の

税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ａ
Ｈ
　
Ａ
Ｇ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｉ

　

当
該
道
県
が
Ａ
Ｇ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が

そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｊ

　

福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標

準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ａ
Ｋ

　

Ａ
Ｊ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｌ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
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事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ａ
Ｍ
　
Ａ
Ｌ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｎ

　

当
該
道
県
が
Ａ
Ｌ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
を
超
え

る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
す
る

｡
 

Ａ
Ｏ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の
税

率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業

に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｐ
　
Ａ
Ｏ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｑ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
所
得
金
額
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
の

税
率
区
分
ご
と
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｒ
　
Ａ
Ｑ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｓ

　

当
該
道
県
が
Ａ
Ｑ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率
区
分
ご
と
の
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
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そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
を
超
え
る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率

区
分
に
係
る
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率

と
す
る

｡
 

Ａ
Ｔ

　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税
標

準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｕ

　

Ａ
Ｔ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｖ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
収
入
金
額
を
課
税

標
準
と
す
る
法
人
の
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る

事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ｗ
　
Ａ
Ｖ
に
係
る
標
準
税
率

 

Ａ
Ｘ

　

当
該
道
県
が
Ａ
Ｖ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

｡
た
だ
し

､
当
該
率
が
標
準
税
率
を
超
え

る
と
き
は
当
該
標
準
税
率
と
し

､
当
該
率
が
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
区
分
に
係
る
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
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に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
標
準
税
率
に

0
.
1
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る

｡
 

　
　
　

　

不
動
産
取
得
税　

次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額 

(3)
　
　
　
　
算
式

 

　
　
　
　
　
Ａ

×

0
.
0
4
＋
Ｂ

×

（0
.
0
4
－
Ｃ

）＋
Ｄ

×

0
.
0
3
＋
Ｅ

×

（0
.
0
3
－
Ｆ

）＋
Ｇ

×

0
.
0
3
6
＋
Ｈ

×

（0
.
0
4
－
Ｉ

）＋
Ｊ

×

0
.
0
2
7
＋
Ｋ

×

（0
.
0
3
－
Ｌ

）＋
Ｍ

×

0
.
0
3
＋
Ｎ

×

（0
.
0
4
－
Ｏ

）＋
Ｐ

×

0
.
0
2
2
5
＋
Ｑ

×

（0
.
0
3
－
Ｒ

）＋
Ｓ

×

0
.
0
4
＋
Ｔ

×

（0
.
0
4
－
Ｕ

）＋
Ｖ

×

0
.
0
3
＋
Ｗ

×

（0
.
0
3
－
Ｘ

）＋
Ｙ

×

0
.
0
3
6
＋
Ｚ

×

（0
.
0
4
－
Ａ
Ａ

）＋
Ａ

Ｂ

×

0
.
0
2
7
＋
Ａ
Ｃ

×

（0
.
0
3
－
Ａ
Ｄ

） 

　
　
　
　
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福

島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｂ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
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福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｃ
　
当
該
道
県
が
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
す
る

。 

Ｄ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島
県

等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｅ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
福
島

県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｆ
　
当
該
道
県
が
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
3
と
す
る

。 

Ｇ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
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等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｈ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島

県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｉ
　
当
該
道
県
が
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
4
と
す
る

。 

Ｊ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の

区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｋ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等

の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｌ
　
当
該
道
県
が
Ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は
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0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
と
す
る

。 

Ｍ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県

等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｎ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島

県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｏ
　
当
該
道
県
が
Ｎ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
1
と
す
る

。 

Ｐ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等
の
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区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｑ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降
に
福
島
県
等

の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｒ
　
当
該
道
県
が
Ｑ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
7
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
7
5
と
す
る

。 

Ｓ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

を
除
く

。

） 

Ｔ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規

則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
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の
を
除
く

。

） 

Ｕ
　
当
該
道
県
が
Ｔ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
4
と
す
る

。 

Ｖ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9

条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を
除

く

。

） 

Ｗ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
を

除
く

。

） 

Ｘ
　
当
該
道
県
が
Ｗ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と
き
は

0
.
0
3
と
す
る

。 
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Ｙ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る

。

） 

Ｚ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
以
外
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規

則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る

。

） 

Ａ
Ａ
　
当
該
道
県
が
Ｚ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
4
と
す
る

。 

Ａ
Ｂ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
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限
る

。

） 

Ａ
Ｃ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額
の
う
ち
地
方
税
法
附
則
第

1
1
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
土
地
の
取
得
に
係
る
も
の

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る

。

） 

Ａ
Ｄ
　
当
該
道
県
が
Ａ
Ｃ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
3
を
超
え
る
と

き
は

0
.
0
3
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
と
す
る

。 

　
　
　

　

固
定
資
産
税　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
号
か
ら

(4)
第
三
号
ま
で
の
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額 

　
　
　
　
算
式

 

Ａ

×

0
.
0
1
4
＋
Ｂ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｃ

)
＋
Ｄ

×

0
.
0
1
2
6
＋
Ｅ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｆ

)
＋
Ｇ

×

0
.
0
1
0
5
＋
Ｈ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｉ

)
＋

Ｊ

×

0
.
0
1
4
＋
Ｋ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｌ

)
＋
Ｍ

×
0
.
0
1
2
6
＋
Ｎ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｏ

)
 

　
　
　
　
算
式
の
符
号
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Ａ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で

の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｂ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま

で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限

る

。

） 

Ｃ
　
当
該
道
県
が
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
す
る

。 

Ｄ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降

に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｅ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以

降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 
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Ｆ
　
当
該
道
県
が
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
1
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
1
4
と
す
る

。 

Ｇ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降

に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る

。

） 

Ｈ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以

降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る

。

） 

Ｉ
　
当
該
道
県
が
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
5
と
す
る

。 

Ｊ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法

施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に

係
る
も
の
を
除
く

。

） 
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Ｋ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ｌ
　
当
該
道
県
が
Ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
す
る

。 

Ｍ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法

施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に

係
る
も
の
に
限
る

。
） 

Ｎ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者

に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｏ
　
当
該
道
県
が
Ｎ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
1
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
1
4
と
す
る

。 
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ロ　

市
町
村　

旧
復
興
特
別
区
域
法
又
は
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
を
、

土
地
に
係
る
も
の
、
家
屋
に
係
る
も
の
及
び
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
三
十
二
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
区
分
ご

 
と
の
償
却
資
産
に
係
る
も
の
に
区
分
し
、
当
該
区
分
ご
と
に
次
の
算
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額

　
　
　
　
算
式

 

Ａ

×

0
.
0
1
4
＋
Ｂ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｃ

)
＋
Ｄ

×

0
.
0
1
2
6
＋
Ｅ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｆ

)
＋
Ｇ

×

0
.
0
1
0
5
＋
Ｈ

×

　
(
0
.
0
1
4
－
Ｉ

)

＋
Ｊ

×

0
.
0
1
4
＋
Ｋ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｌ

)
＋
Ｍ

×

0
.
0
1
2
6
＋
Ｎ

×

(
0
.
0
1
4
－
Ｏ

)
 

　
　
　
　
算
式
の
符
号

 

Ａ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で

の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。
） 

Ｂ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま

で
の
間
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限

る

。

） 
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Ｃ
　
当
該
道
県
が
Ｂ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
す
る

。 

Ｄ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以
降

に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｅ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（令
和
７
年
４
月
１
日
以

降
に
福
島
県
等
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｆ
　
当
該
道
県
が
Ｅ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
1
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
1
4
と
す
る

。 

Ｇ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
降

に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も
の

に
限
る

。

） 

Ｈ
　
旧
復
興
特
別
区
域
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（平
成

3
1
年
４
月
１
日
以
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降
に
福
島
県
等
の
区
域
以
外
の
区
域
内
に
お
い
て
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
係
る
も

の
に
限
る

。

） 

Ｉ
　
当
該
道
県
が
Ｈ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
3
5
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
3
5
と
す
る

。 

Ｊ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法

施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に

係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ｋ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者

に
係
る
も
の
を
除
く

。

） 

Ｌ
　
当
該
道
県
が
Ｋ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
す
る

。 

Ｍ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
課
税
免
除
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
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施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に

係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｎ
　
福
島
復
興
再
生
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
不
均
一
課
税
に
係
る
課
税
標
準
額

（福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第

3
9
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
又
は
設
備
を
新
設
し

､
又
は
増
設
し
た
事
業
者

に
係
る
も
の
に
限
る

。

） 

Ｏ
　
当
該
道
県
が
Ｎ
に
係
る
不
均
一
課
税
に
際
し
て
適
用
す
る
税
率

。た
だ
し

､
当
該
率
が

0
.
0
1
4
を
超
え
る
と
き

は
0
.
0
1
4
と
し

､
当
該
率
が

0
.
0
0
1
4
に
満
た
な
い
と
き
は

0
.
0
0
1
4
と
す
る

。 

　

（
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
） 

第
三
条　

令
和
八
年
九
月
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の

合
算
額
か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
九
月
調
整
基
準
額
」
と
い
う

。
）
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し

 

た
額
）
か
ら
第
三
号
の
額
を
減
額
し
た
額
と
す
る
。

　

一　

令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
三
月
分
の
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
額 
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二　

平
成
二
十
三
年
度
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
四
項
、
平
成
二
十
五

年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
（
平
成
二

十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
平
成
二
十
八
年

度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
五
条
第
一

項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
元
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
二
年
度
省
令
第
五
条
第

一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
（
令
和
三
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
四
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
五
年
度
省
令
第
五
条
第
一
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項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第

二
号
（
令
和
六
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又

は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
五
年
度
省
令

第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
八
年
度

省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第

二
号
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年

度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
五
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平

成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
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三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三

年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二

号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は

減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
六
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及

び
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
三
条
第
三
項
、
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令

和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第

三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
七
年
度
省
令
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
八
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二

号
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
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度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
八

年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
平
成
三

十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第

二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
二
十
九
年
度
省
令
第

二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
三
十
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
元
年
度
省
令
第
三

条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年

度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号

及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し

、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
平
成
三
十
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
元
年
度
省

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
二
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
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和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し

、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
元
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
二
年
度
省
令

第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和

五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
二

年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
三
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
四
年
度

省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及

び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、

又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
三
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
四
年
度
省
令
第

三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和

七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減

額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
四
年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
五
年
度
省
令
第
三
条
第
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一
項
第
二
号
、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
五
年
度
省
令
第
二
条
及
び

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
、
令
和
六

年
度
省
令
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

加
算
又
は
減
額
し
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
算
し
、
又
は
減
額
し
た
後
の
額
）
並
び
に
令
和
七
年
度
省
令
第
二
条

及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
つ
い
て
、
必
要
な
経
費
の
見
込
額
等
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
実
際
に
要
し
た

経
費
を
上
回
り
、
又
は
下
回
る
こ
と
等
に
よ
り
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
令
和
七
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
交
付
し
た
震
災
復

興
特
別
交
付
税
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
過
大
又
は
過
少
に
算
定
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
過
少
に
算
定
さ
れ
た
額

 

の
合
算
額
か
ら
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

　

三　

平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
二
項
第
二
十
七
号
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
県
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
及

び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
第
二
十
七
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
同
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
特
定
県
（
当
該
特
定
県
内
の
市
町
村
を
含
む
。
）
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
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日
ま
で
の
間
に
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
実
際
に
要
し
た
経
費
を
上
回
る
場
合
、
当
該
上
回
る
額
か
ら
令
和
三
年
度
省
令
第

三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
三
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
令
和
四
年
度

省
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
四
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
令
和

五
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
五
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
令
和
六
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
六
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
度
省
令
第
一
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
特
定
県
内
の
市
町
村
に
お
け
る
当
該
要
し
た
経
費
に
つ

い
て
は
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
特
定
県
に
お
い
て
平
成
二
十
四
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
と
し
て
交
付
さ
れ

た
額
の
う
ち
、
延
長
後
の
期
間
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
同
条
第
二
項
第
二
十
七
号
の
二
に
規
定
す
る
事
業
を
実
施
す
る

 

た
め
、
同
号
に
掲
げ
る
基
金
の
積
立
等
に
要
す
る
経
費
と
し
て
総
務
大
臣
が
調
査
し
た
額
と
す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
九
月
調
整
基
準
額
が
負
数
と
な
る
地
方
団
体
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
要

調
整
団
体
」
と
い
う
。
）
で
、
前
項
第
二
号
の
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
額
を
減
額
し
た
額
を
加
算
し
た
後
の
額
が
な
お
負
数
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と
な
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
当
該
負
数
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 
い
。

３　

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
調
整
団
体
で
、
同
項
第
二
号
の
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
額
を
減
額
し
た
額
が
零
又
は
負
数

と
な
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
令
和
八
年
度
九
月
調
整
基
準
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
零
と
す
る
。

４　

要
調
整
団
体
以
外
の
地
方
団
体
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付

 

税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
額
を
零
と
す
る
。

５　

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
返
還
す
る
額
が
著
し
く
多
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は

 

、
総
務
大
臣
は
、
当
該
返
還
額
の
一
部
を
令
和
九
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
算
定
方
法
） 

第
四
条　

各
道
府
県
及
び
各
市
町
村
に
対
し
て
、
令
和
九
年
三
月
に
交
付
す
べ
き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
（
次
条
に
お
い

て
「
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
条
各
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定

し
た
額
か
ら
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
と
し
て
当
該
各
号
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
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額
の
合
算
額
と
す
る
。

　

（
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
加
算
及
び
減
額
） 

第
五
条　

令
和
九
年
三
月
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額

か
ら
第
一
号
の
額
を
減
額
し
た
後
の
額
に
第
二
号
の
額
を
加
算
し
た
額
（
同
号
の
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
負
数
と

 

な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
額
し
た
額
）
か
ら
第
三
号
の
額
を
減
額
し
た
額
と
す
る
。

　

一　

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
額 

　
　

イ　

第
三
条
第
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

額
か
ら
返
還
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額 

　
　

ロ　

第
三
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
九
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

額 

　

二　

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
及
び
令
和
七
年
度
省

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項



- 99 -

第
二
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
の
項
」
と
、
「
及
び
令
和
七
年
度

省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項
の
」
と
、
「

（
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
（
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
こ
の
項

」
と
、
「
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
過
大
に
算
定
さ
れ
た
額
の
合
算
額
（
令
和
八
年

 

度
に
お
い
て
返
還
す
べ
き
額
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

三　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
令
和
七
年
度
省
令
第

三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
令
和
七
年
度
省
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
（
令
和
七
年
度
省
令
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

 

む
。
）
及
び
こ
の
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
算
定
し
た
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
が
負
数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
額
を
零
と

す
る
。 

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
三
月
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
か
ら
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
の
措
置
に
つ

い
て
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る
。 
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（
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
決
定
時
期
及
び
交
付
時
期
並
び
に
算
定
方
法
等
の
特
例
） 

第
六
条　

第
一
条
、
第
二
条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
和
八
年
九
月
及
び
令
和
九
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付

 

税
の
額
を
決
定
し
、
交
付
す
る
。

２　

第
三
条
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
令
和
八
年
九
月
及
び
令
和
九
年
三
月
以
外
の
月
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
を
加
算
し

 

、
減
額
し
、
及
び
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
令
和
八
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
の
一
部
を
令
和
九
年
度
に
お
い
て
交
付
す
る
場
合
の
算
定
方
法
等
） 

第
七
条　

法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
令
和
八
年
度
震
災
復
興
特
別
交
付
税
額

の
一
部
を
令
和
九
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
場
合
に
お
け
る
、
地
方
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ

き
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
額
の
算
定
方
法
、
決
定
時
期
及
び
決
定
額
、
交
付
時
期
及
び
交
付
額
並
び
に
震
災
復
興
特
別
交

 

付
税
の
額
の
加
算
、
減
額
及
び
返
還
に
つ
い
て
は
、
別
に
省
令
で
定
め
る
。

　

（
意
見
の
聴
取
） 
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第
八
条　

普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
五
十
五
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表 

 

一 

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関

 

す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
条
第
五
項
、
第
四
条
第
三
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第

 

五
項
、
第
七
条
第
五
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
第
五
項
又
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金

 

二 

（
一
）　

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
負
担
金 

 

（
二
）　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
百
九
十
三
条
の
規
定
に

 
 

よ
る
補
助
金



- 102 -

 

（
三
）　

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
二
条
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
負

 
 

担
金

 
（
四
）　

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号

じ
ん

 
 

）
第
七
条
第
三
号
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

 
 

（
五
）　

震
災
特
別
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

 
 

（
六
）　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
被
災
者
支
援
交
付
金

 

（
七
）　

福
島
再
生
加
速
化
交
付
金
（
公
営
企
業
に
係
る
事
業
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
公
的
賃
貸
住
宅
の

 
 

建
設
、
買
取
り
、
改
善
等
に
係
る
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

 
 

（
八
）　

被
災
者
支
援
総
合
交
付
金

 
 

（
九
）　

情
報
通
信
基
盤
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金

 
 

（
十
）　

公
立
諸
学
校
建
物
其
他
災
害
復
旧
費
補
助
金

 
 

（
十
一
）　

文
化
芸
術
振
興
費
補
助
金

 
 

（
十
二
）　

海
岸
保
全
施
設
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
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（
十
三
）　

共
同
利
用
漁
船
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

 
 

（
十
四
）　

漁
場
等
復
旧
支
援
対
策
費
補
助
金

 
 

（
十
五
）　

水
産
業
振
興
対
策
地
方
公
共
団
体
事
業
費
補
助
金

 
 

（
十
六
）　

国
内
食
料
供
給
対
策
事
業
費
補
助
金
（
放
射
性
物
質
の
影
響
緩
和
対
策
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
 

（
十
七
）　

農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

 
 

（
十
八
）　

農
地
災
害
復
旧
事
業
費
補
助

 
 

（
十
九
）　

中
小
企
業
組
合
等
共
同
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

 

（
二
十
）　

地
域
経
済
政
策
推
進
事
業
費
補
助
金
（
自
立
・
帰
還
支
援
雇
用
創
出
企
業
立
地
補
助
事
業
に
係
る
も
の

 
 

に
限
る
。
）

 

（
二
十
一
）　

河
川
等
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
（
公
営
企
業
に
係
る
水
道
事
業
及
び
下
水
道
事
業
に
係
る
も
の
を
除

 
 

く
。
）

 
 

（
二
十
二
）　

観
光
関
連
復
興
支
援
事
業
費
補
助
金

 
 

（
二
十
三
）　

ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
支
援
事
業
費
補
助
金
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（
二
十
四
）　

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
費
補
助
金

 

（
二
十
五
）　

復
興
庁
設
置
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
管
理
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て

 
 

十
年
以
内
の
公
営
住
宅
に
対
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

 
 

（
二
十
六
）　

災
害
公
営
住
宅
特
別
家
賃
低
減
対
策
費
補
助

 

（
二
十
七
）　

放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
処
理
事
業
費
補
助
金
（
農
林
業
系
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る

 

。
）

 

三

（
一
）　

警
察
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る

 
 

。
）

 
 

（
二
）　

水
産
資
源
管
理
対
策
事
業
費
補
助
金

 
 

（
三
）　

国
内
食
料
供
給
対
策
事
業
費
補
助
金
（
二
の
項
（
十
六
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
四
）　

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
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